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(57)【要約】
遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用
改良型開閉ペンダント（１）であって、前記開閉ペンダ
ントのどのような使用条件においても視認され続けるの
に適した外表面（２ａ）と、写真、画像、絵、肖像画、
時計、書面、及び／又は、同種類のものを収容するのに
適した内表面（２ｂ）とを備える、第１の形成体（２）
と、前記開閉ペンダント（１）のどのような使用条件に
おいても視認され続けるのに適した外表面（３ａ）と、
少なくとも１つの象徴的な、記念の、香りのする及び／
又は芳香の物質（Ｓ）を安定的に収容するのに適した内
室（４）と、象徴的な、記念の、香りのする、及び／又
は芳香の物質（Ｓ）が前記内室（４）に導入されるのに
適している貫通結合開口（５）とを備える、第２の形成
体（３）と、前記開閉ペンダント（１）の閉位置と少な
くとも１つの開位置とを画定するように前記第１の（２
）及び第２の形成体（３）を互いに回転可能に接続する
拘束手段であって、前記閉位置では、前記第１の形成体
（２）の前記内表面（２ｂ）が、前記第２の形成体（３
）の内表面（３ｂ）と対向し、実質的に近接しており、
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用改良型開閉ペンダント（１）で
あって、
　前記開閉ペンダント（１）のどのような使用条件においても視認され続けるのに適した
外表面（２ａ）と、写真、画像、絵、肖像画、時計、書面、及び／又は、同種類のものを
収容するのに適した内表面（２ｂ）とを備える、第１の形成体（２）と、
　前記開閉ペンダント（１）のどのような使用条件においても視認され続けるのに適した
外表面（３ａ）と、少なくとも１つの象徴的な、記念の、香りのする及び／又は芳香の物
質（Ｓ）を安定的に収容するのに適した内室（４）と、象徴的な、記念の、香りのする、
及び／又は芳香の物質（Ｓ）が前記内室（４）に導入されるのに適している貫通結合開口
（５）とを備える、第２の形成体（３）と、
　前記開閉ペンダント（１）の閉位置と少なくとも１つの開位置とを画定するように前記
第１の形成体（２）及び第２の形成体（３）を互いに回転可能に接続する拘束手段であっ
て、前記閉位置では、前記第１の形成体（２）の前記内表面（２ｂ）が、前記第２の形成
体（３）の内表面（３ｂ）と対向し、実質的に近接しており、前記開位置では、前記第１
の形成体（２）の前記内表面（２ｂ）と前記第２の形成体（３）の前記内表面（３ｂ）が
視認される、拘束手段（７）と、
　前記内室（４）を前記開閉ペンダント（１）の前記閉位置と前記開位置の両方において
固く固定されるように、前記第２の形成体（３）と前記貫通結合開口（５）において着脱
可能に接続されている、閉塞部材（６）と
　を備え、
　前記拘束手段（７）を介した、前記象徴的な、記念の、香りのする、及び／又は、芳香
の物質（Ｓ）の外部への分散、又は前記拘束手段（７）を介した、前記象徴的な、記念の
、香りのする及び／又は芳香の物質（Ｓ）を汚染する外部付着性不純物の前記内室（４）
への進入を防止するために前記開閉ペンダント（１）の前記閉位置において及び前記開位
置において、前記内室（４）を前記拘束手段（７）から物理的に分離させ、前記内室（４
）を外部環境から隔離するように、を前記内室（４）の内側に配置される密閉手段（８）
を備えることを特徴とする、遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用改良
型開閉ペンダント（１）。
【請求項２】
　前記密閉手段（８）は、前記第２の形成体（３）の屈曲した外周縁（１０）から離間し
、前記内室（４）を前記拘束手段（７）から分離する環状隔離内部空間（１１）を画定す
る様に中心（Ｃ）と前記第２の形成体の前記屈曲した外周縁（１０）の間に挟まれた内側
環状縁（９）を含むことを特徴とする、請求項１に記載のペンダント（１）。
【請求項３】
　前記第２の形成体（３）は、屈曲した外周縁（１３）と、主要要素（１２）の屈曲した
外周縁（１３）と薄層板（１４）の外周部（１５）に取り付けられている第１の接続手段
を介して前記主要要素（１２）と結合している薄層板（１４）とを備える前記主要要素（
１２）を備えることを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載のペンダント（１）。
【請求項４】
　前記内側環状縁（９）は、前記主要要素（１２）の内壁（１２ａ）から突出し、第２の
接続手段を介して前記薄層板（１４）の第１の側面（１４ａ）と接続している、前記主要
要素（１２）を有する単一の要素で作成されることを特徴とする、請求項３に記載のペン
ダント（１）。
【請求項５】
　前記貫通結合開口（５）が前記主要要素（１２）に形成され、その場合、少なくとも前
記主要要素（１２）の外壁（１２ｂ）は、前記開閉ペンダント（１）の使用条件において
、視認され、前記薄層板（１４）は、前記開閉ペンダント（１）の前記閉位置において、
視界から隠れ、そうでなければ、前記薄層板において、いかなる前記開閉ペンダントの操
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作条件で、少なくとも前記薄層板の第１の側面は、視認され、前記開閉ペンダントの閉位
置において、前記主要要素は、視界から隠れることを特徴とする、請求項３又は請求項４
に記載のペンダント（１）。
【請求項６】
　前記第１の接続手段は、前記主要要素（１２）の前記屈曲した外周縁（１３）の全外周
と、前記薄層板（１４）の前記外周部（１５）の全外周に取り付けられた溶加材を用いた
溶接を備えることを特徴とする、請求項３から請求項５のいずれかに記載のペンダント（
１）。
【請求項７】
　前記第２の接続手段は、同時に又はシームレスに取り付けられるものに関して、前記第
１の接続手段と同一のタイプであることを特徴とする、請求項４から請求項６のいずれか
に記載のペンダント（１）。
【請求項８】
　前記閉塞部材（６）は、
　前記貫通結合開口（５）の少なくとも一部に形成されたナットねじ（１７）に係合され
、前記第２の形成体の外表面（３ａ）に設けられた環状座部（１９）に格納され、前記貫
通結合開口（５）を構成する前記ナットねじ（１７）と同軸性の操作ヘッド（１８）を備
えるねじ（１６）
　を備えることを特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のペンダント（１）。
【請求項９】
　前記ねじ（１６）が前記ナットねじと完全に係合したとき、前記操作ヘッド（１８）の
上面（１８ａ）は、前記第２の形成体（３）の前記外表面（３ａ）と同一平面にあること
を特徴とする、請求項８に記載のペンダント（１）。
【請求項１０】
　前記拘束手段（７）は、前記第２の形成体（３）の薄層板（１４）の側縁（１４ｂ）か
ら突出し、前記第１の形成体（２）に属している薄層リング（２０）の側縁（２０ａ）か
ら突出していることを特徴とする、請求項３に記載のペンダント（１）。
【請求項１１】
　前記拘束手段（７）は、
　前記薄層板（１４）の側縁（１４ｂ）に配置されている少なくとも１つの管状要素（２
１，２２）と、
　前記薄層リング（２０）の側縁（２０ａ）に配置された少なくとも１つの管状接続部品
（２３）と、
　前記管状要素（２１，２２）と前記管状接続部品（２３）に挿入され、直線回転軸（Ｚ
）を画定するユニオンピンと
　を備える環状ジョイントを含むことを特徴とする、請求項１０に記載のペンダント（１
）。
【請求項１２】
　前記第１の形成体（２）は、第３の接続手段を介して前記薄層リング２４に接続され、
前記第２の形成体（３）の前記主要要素（１２）の形状と等しい形状を有している主要カ
ウンタ要素（２５）を備えることを特徴とする、請求項１０又は請求項１１に記載のペン
ダント（１）。
【請求項１３】
　第１の形成体（２）は、前記第１の形成体（２）の形状に実質的に等しい形状を有し、
前記第１の形成体（２）の、透明な材質で形成された着脱式保護カバーを使用して固く固
定されている内表面（２ｂ）に近接して配置されている装飾的な形成挿入物を備えること
を特徴とする、前述の請求項のいずれかに記載のペンダント（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、宝石類、金細工及び／又はコスチュームジュエリ（costume jewelry）用の
チェーン、ネックレス、バングル、ブレスレット、又はイヤリングに組み合わせるのに適
しており、砂漠の砂又は海沿いのリゾートの砂浜の砂のような、記憶を呼び起こす材料の
粉状、液状、又は小さな粒子状の形で導入される遺灰、香粧品香料、食品香料、香水、及
び／又は、類似の象徴的な及び／又は感情に訴える物質を格納することが意図されている
（一般にチャームとしても知られている）改良型開閉ペンダントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　知られているように、人々が身につけることができる金細工、宝石類、コスチュームジ
ュエリ及び／又はその他同種類のものは、無数のスタイル、形状、複数の線の組み合わせ
、色によって、より一般的には、多彩な審美的な効果によって、常に生産されている。
【０００３】
　宝石類、金細工、コスチュームジュエリ及び／又はその他同種類のものの分野において
、開閉ペンダント（例えば、写真ホルダ）は、明確に区別可能及び識別可能であり、伝統
的な卓上ホルダと比較して一般的に小型であり、古典的なペンダントを構成するために、
ネックレス、チェーン、ブレスレット、又はイヤリングと結合するのに典型的には適合さ
れている。ここで、前記古典的なペンダントには、特に個人的な関係のある人物、場所、
起こった出来事等を思い出させる少なくとも１つの小さな絵が収容される。
【０００４】
　開閉ペンダントの分類においてさえも、市場で入手可能な変形形態は、いくつかあり、
典型的に専ら希少ではなく、開閉ペンダントの原料となる金属材料のタイプに基づいて変
更されるだけでなく、審美的な効果、又は、装飾的なパターンに基づいても変更される。
ここで、前記装飾的なパターンは、ここで関連のある開閉ペンダントを形成する形状によ
って、互いに等しい半分（又は形成体の）の少なくとも１つの外表面に画定されている。
【０００５】
　また、広く知られているように、現在の技術水準の開閉ペンダントの前記形成体は、開
閉ペンダントそれ自身を閉位置及び少なくとも１つの開位置に画定するために、拘束手段
（又は蝶番手段）を用いて互いに回転自在に結合されている。ここで、閉位置では、開閉
ペンダントが最小の全体寸法を示すと共に、２つの形成体の内表面が隠れ、もう一方に対
向するように配置されており、開位置では、形成体の内表面が外側を向いており、従って
、少なくとも部分的に視認される。
【０００６】
　現在商業的に入手可能であり、当該分野の顧客からの要望が増加している、開閉ペンダ
ントの幾分ニッチな構造的なタイプは、愛すべき故人又は動物の火葬の結果生じた遺灰、
特に行楽地の土やフラワーエッセンスのような粉状粒子、又は香水や精油のような、流体
物質の最低数量の装身具の適切な内室への導入及び格納を含む。
【０００７】
　好ましくは開閉ペンダントに格納される伝統的な小型化された写真又は画像に加え、こ
れは、開閉ペンダントを身に付けるか若しくは保持している人物が、常にその具体的且つ
現実の記憶を伴うように試みるまでに、特に愛情を抱く、人物、動物又は特別な場所を思
い浮かばせる更なる情緒的及び感情的価値を、関連する装身具に与える。
【０００８】
　典型的に、構造的な観点から見ると、既知のタイプの遺灰、香粧品香料、食品香料及び
／又は類似物の格納用開閉ペンダントは、ペンダントのいかなる使用条件においても視認
されるように維持されている外表面と、写真、絵、絵画及び／又はその他の同種類のもの
をしっかりと格納する内表面とを備える第１の形成体と、ペンダントのいかなる使用条件
においても視認されるように維持されており、第２の形成体に形成された貫通結合開口を
通じて内室自体に導入されるように適合された、象徴的な、記念の、香りのする及び／又
は芳香の物質をしっかりと格納する内室が画定されている外表面を備える第２の形成体と
を備える。
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【０００９】
　遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用の既知の開閉ペンダントは、開
閉ペンダントの前述した閉位置と開位置を少なくとも画定するように、第１の及び第２の
形成体を共に回転自在に結合させる拘束手段と、内室を固く閉塞するように貫通結合開口
において第２の形成体と着脱可能に結合される閉塞手段とを含む。
【００１０】
　この場合、開閉ペンダントは、開閉ペンダント自体を使用している人物が身につけて持
ち歩く、小さいが（少なくとも感情的及び象徴的観点からいえば）重要な望ましい量の物
質又は材料が実際に充填されており、その結果、探していた感情的な意味を引き出す。
【００１１】
　仏国特許出願公開第２７１９０２７号として公開された特許文献は、典型的な女性用パ
ウダーコンパクトであり、本来は、ブレスレットを使用して、個人で着用可能である品目
に関するが、その内容物、すなわち、香水や粉末のような揮発性の消費可能な製品の利用
を許容するためのみに利用されている。
【００１２】
　そのような先行技術文献は、当該物品が開位置にあるとき、互いに回転可能に接合され
ている２つの本体のうちの１つに格納されている製品と、それが収容されている内室は、
実際、完全に個人に利用可能であり、外部と完全に接触していることを強調する。すなわ
ち、当該物品が開位置にあるときでは、内室の閉塞システムが欠如しているため、内室は
、当該物品が閉位置にあるときにのみ有効的に閉塞されている。（その時点では、そのよ
うな内室の内側に格納されている物質は、個人で全く利用できないため、他にどうしよう
もなく、当該物品は設計された理由を失う。）
【００１３】
　更に、一般的に、仏国特許出願公開第２７１９０２７号において、製品の収容内室を取
り囲む環状縁に配置されているシールガスケットは、製品の閉位置においてのみその性能
を発揮する。
【００１４】
　いかなる場合においても、先行技術において創作された開閉ペンダントは、いくつかの
認識された欠点を有する。
【００１５】
　特に、前述した特殊な用途（遺灰、香粧品香料、食品香料、及び／又は類似物の格納）
用に意図された先行技術の開閉ペンダントの主な欠点は、閉塞手段があるにも関わらず、
不都合なことに、２つの形成体のうちの１つに設けられた閉塞された内室に存在する粉体
状又は液体状の物質は、双方向の伝達によって外部環境と接触し、しかも、２つの形成体
が互いに接合されている拘束手段において外部環境と接触する、という事実で表される。
【００１６】
　これは、拘束手段は、拘束手段が取り付けられるべき形成体とは性質が異なるアセンブ
リであり、追加の材料を用いたはんだ付けのような接続システムを使用して、安定的に接
合されているという事実に基づく。
【００１７】
　実際、一方で、例えば、ペンダントとしてネックレスと組み合わされるような、特に開
閉ペンダントが取り扱われているときか、そうでなければ使用されているときに、拘束手
段は、内室からの物質の偶然の漏れの流路を構成し、その一方で、拘束手段は、典型的に
は、様々な性質の湿気又は流体のような異質の外部物質の内室への偶然の流入の流路を構
成する。前記性質は、前記外部物質が必然的に接触する開閉ペンダントに格納された物質
の保存状態にネガティブな影響を与える。
【００１８】
　この状況は、第１に、少なくとも決定的な変質、発散、又は溶解を防ぐために初期の物
質の含有量を内室に経時的に復元させる必要性と、（ここでの限りにおいて）第２に、ユ
ーザに、必ずしも肯定的ではない、そう頻繁ではないが完全に失望した気分を発生させる
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ことのような二重の欠点を発生させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　従って、先行技術の前記問題点の知識から始めて、本発明は、前記問題点に完全な改善
を与えることを意図している。
【００２０】
　特に、本発明の主な目的は、一部のみとはいえ時間的に一定である外部環境との軽い接
触の危険性を、回避するか、又は少なくとも従来技術の機器と比較して大幅に減少させる
ことにより、著しい効果と、いかなる状況においても従来技術よりも良い、関連する形成
体の内室に導入されている間のこれらの物質又は物体の保存状態とを維持することが可能
である、遺灰、香粧品香料、食品香料、及び／又は類似物の格納用の改良型開閉ペンダン
トを提供することである。
【００２１】
　前記目的のなかで、外部物質による汚染又は格納された物質の外部への分散を回避する
ことを可能にする、遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用開閉ペンダン
トを開発することが本発明の目的である。
【００２２】
　本発明の更なる目的は、従来技術と比較して、関連する形成体の内室に格納されること
をユーザが望む物質の量の一部のみの回復干渉の必要性を低減することを可能にする、遺
灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用改良型開閉ペンダントを提示するこ
とである。
【００２３】
　本発明の更なる目的は、分解又は一部の劣化に対する深い悲しみでないとしても、ユー
ザ自身に、悲しみ、落胆、失望の感情を出現させることを回避することで、エンドユーザ
がペンダントに格納されている物質のおかげだと思う感情的、情緒的及び／又は象徴的な
価値の喜びで溢れたポジティブで一定の感情をエンドユーザに保証する、遺灰、香粧品香
料、食品香料及び／又は類似物の格納用改良型開閉ペンダントを示すことである。
【００２４】
　本発明の最後の目的は、審美的な品質にネガティブな影響を与えることなく、これらの
技術的な効果に到達する、遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用改良型
開閉ペンダントを創作することである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前記目的は、添付された請求項１による、遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似
物の格納用改良型開閉ペンダントによって達成され、以後簡潔な開示のために参照する。
【００２６】
　本発明の改良型開閉ペンダントの詳細の更なる技術的及び構造的な特徴は、対応する従
属請求項に含まれる。
【００２７】
　以下に明確に及び具体的に定義される前述した請求項は、本明細書の不可欠な部分であ
る。
【００２８】
　有利なことには、本発明の遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類似物の格納用改良
型開閉ペンダントは、これらの物質が、いかなる方法によって及び開閉ペンダントそれ自
体が取り得るいかなる位置（閉位置又は一部のみの開位置でさえも）においても、外部環
境と通じることを防止し、その結果、物質が粉末状か、液体状、又は粒子状であろうとな
かろうと、それらの量並びに完全な及び／又は汚染されていない完全性を一定に維持する
。
【００２９】
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　これは、本発明において、一方では、閉塞部材によって、他方では、内室に備えられて
いる発明的な密閉手段によって、１つ又は複数の当該物質が含まれている閉塞された内室
は、本発明の開閉ペンダントのいかなる使用条件においても拘束手段と分離及び隔離され
ているという事実の結果である。前記したように、先行技術の類似の開閉ペンダントにお
いて、拘束手段は、有害であり不必要な外部環境と前記内室との間の双方向の伝達と、そ
の結果生じる内室に含まれる物質の分散又は汚染とに理想的な媒介物を構成しているため
、問題の発生源であった。
【００３０】
　更に有利なことには、実質的には、本発明の改良型開閉ペンダントの（改良型開閉ペン
ダントがどのような位置にあっても閉塞されていることが確認されている内室）内室に含
まれている遺灰、香水、食品香料及び／又は類似物は、実用的な意味及び感情的な意味の
両方におけるエンドユーザの十分な満足に反映される、実際の完全な及び有効な保存状態
に明らかに有利に、外部環境との偶然の接触によってほとんど保存されている。
【００３１】
　同様に有利なことには、本発明の目的である遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類
似物の格納用改良型開閉ペンダントは、開閉ペンダントのいかなる使用条件においても、
密閉手段は視界から隠れ、開閉ペンダント自体を形成する２つの形成体の１つに格納され
るため、密閉手段によって一部が示され、大部分が表される技術的な性質の改善によって
偏った審美的な影響を何も与えない。
【００３２】
　前述した目的及び利点並びに以下に現れるそれ以外のことは、添付の図面を参照して表
示及び説明的ではあるが制限的ではない方法によって与えられる本発明の遺灰、香粧品香
料、食品香料及び／又は類似物の含有用改良型開閉ペンダントの好適な実施形態に関する
以下の詳細な説明の広範囲に現れるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の改良型開閉ペンダントの閉位置におけるアソノメトリック図（assonome
tric view）。
【図２】本発明の改良型開閉ペンダントの閉位置における図１とは異なるアソノメトリッ
ク図。
【図３】本発明の改良型開閉ペンダントの開位置におけるアソノメトリック図。
【図４】本発明の改良型開閉ペンダントの開位置における図４とは異なるアソノメトリッ
ク図。
【図５】本発明の改良型開閉ペンダントの分解アソノメトリック図。
【図６】本発明の改良型開閉ペンダントの分解アソノメトリック図。
【図７】断面における図２の改良型開閉ペンダントのアソノメトリック図。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　例えば、写真ホルダから構成され、遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は同様物を格
納することを適切に意図されている、本発明の目的である改良型開閉ペンダント（又はチ
ャーム）は、改良型開閉ペンダントが概して符号１で示される図１から４において、２つ
の明確な使用位置を強調する、４つの異なるアソノメトリック図に図示されている。
【００３５】
　見られるように、改良型開閉ペンダント１は、
　改良型開閉ペンダント１のどのような使用条件においても、視認し続けるのに適した外
表面２ａと、並びに、写真、絵、絵画、肖像画、時計、及び、詩、祈祷文、格言、金言又
は諺のようなものが書かれた紙、及び／又は類似物を安定して収容するように設計された
内表面２ｂとを備える、第１の形成体２と、
　開閉ペンダント１のどのような使用条件においても視認し続けるように適合された外表
面３ａと、図７おいて符号Ｓで示される、象徴的な、記念の、香りのする及び／又は芳香
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の物質を安定して格納する様に設計され画定された内室４と、象徴的な、記念の、香りの
する、及び／又は、芳香の物質Ｓが、内室４に導入される際に通過する貫通結合開口５と
を備える、第２の形成体３と、
　開閉ペンダントの（図１及び図２に示す）閉位置と少なくとも（図３及び図４に示す）
開位置を画定するように第１の形成体２と第２の形成体３とを回転自在に互いに結合する
、全体が符号７で示される拘束手段であって、前記閉位置では、第１の形成体２の内表面
２ｂは、第２の形成体３の内表面３ｂに対向し、実質的に近接しており、前記開位置では
、第１の形成体２の内表面２ｂと第２の形成体３の内表面３ｂは、視認され外側に面して
いる、拘束手段と、
　開閉ペンダント１の閉位置及び開位置の両方において内室４を固く閉じるように、貫通
結合開口５において第２の形成体３と着脱可能に結合している、全体が符号６で表されて
いる閉塞手段と
　を含む。
【００３６】
　本発明によると、拘束手段７を通じた象徴的な、記念の、香りのする及び／又は芳香の
物質Ｓの外部への分散、又は、象徴的な、記念の、香りのする及び／又は芳香の物質Ｓを
必然的に汚染する外部付着性不純物の内室４への（常に拘束手段７を通じた）進入を防ぐ
ために、改良型開閉ペンダント１は、内室４を拘束手段７から物理的に分離し、開閉ペン
ダント１の閉位置及び開位置の両方で内室４自体を外部環境から隔離するように、内室４
の内側に配置され、概して符号８で示された密閉手段を有する。
【００３７】
　好適ではあるが、必ずしも必要ではないことに、図７からよりよくわかるように、密閉
手段８は、この場合において、構造的なタイプであり、内側環状縁９を含む。内側環状縁
９は、第２の形成体３の褶曲した外周縁１０から離間しており、前記拘束手段７から内室
４を分離する環状の隔離内部空間１１を画定するように、中心Ｃと、第２の形成体３の前
記褶曲した外周縁１０の間に挟まれている。
【００３８】
　本発明の開閉ペンダントの他の実施形態は、以下の図では図示していないが、第２の形
成体の内室の内側に配置され続けている他のタイプ、例えば、アセンブルタイプであり、
環状ガスケット又は環状縁を形成する適切な密閉充填材料を有する密閉手段を備えていて
もよい。
【００３９】
　図５－７に図示されるように、単に好ましく、従って、主題を拘束しない、第２の形成
体３は、褶曲した外周縁１３及び第１の接続手段（簡単のために以下の図には図示してい
ない）を用いて主要要素１２と結合している薄層板１４を備える主要要素１２を備える。
前記接続手段は、主要要素１１の褶曲した外周縁１３及び薄層板１４の外周部１５におい
て取り付けられる。
【００４０】
　特殊な場合において、密閉手段８の内側環状縁９は、主要要素１２の内壁１２ａから突
出し、薄層板１４の第１の側面１４ａと第２の接続手段（簡単のために以下の図に図示し
ない）を介して結合する主要要素１２を伴う単体で実現する。
【００４１】
　図示していない本発明の改良型開閉ペンダントの他の実施形態において、密閉手段の内
側環状縁は、薄層板の第１の側面から突出し、第２の接続手段を介して主要要素の内壁と
結合される、薄層板を伴う単一の形成体で実現されることを理解されたい。
【００４２】
　図５－７は、また、貫通結合開口５は、主要要素１２内に作られ、その場合、少なくと
も主要要素１２の外壁１２ｂは、本発明の改良型開閉ペンダント１の全ての使用条件にお
いて、視認され、薄層板１４は、開閉ペンダント１の閉位置において、視野から隠れるこ
とを示している。
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【００４３】
　代替的には、貫通結合開口は、薄層板に設けられ、その場合、本発明の改良型開閉ペン
ダント１の全ての使用条件において、少なくとも薄層板の第１の側面は、視認され、主要
要素は、開閉ペンダントの閉位置において、視野から隠れる。
【００４４】
　好ましくは、第１の接続手段は、主要要素１２の褶曲した外周縁１３の全周に渡って及
び薄層板１４の外周部の全周に渡って取り付けられた連続的なコードとして形成された溶
加材を用いた溶接を含む。
【００４５】
　常に好ましいが排他的ではない方法において、第２の接続手段は、薄層板１４の主要要
素１２への結合ステップの間に同時に又はシームレスに取り付けられるものについては、
第１の接続手段と同一のタイプである。
【００４６】
　最初に導入され、開閉ペンダント１の閉位置及び開位置において動作する閉塞部材６に
関して、図２，３及び図５－７は、閉塞部材６が、貫通結合開口５が沿って展開する軸方
向部全体に形成されているナットねじ１７に係合しているねじ１６を含むことを示してい
る。特に必要ではないのだが、ねじ１６は、第２の形成体３の外表面３ａに形成された環
状座部１９に収納される操作ヘッド１８を備え、貫通開口５を構成するナットねじ１７と
同軸である。
【００４７】
　より詳細には、図２、３及び７において、より明確に確認されるように、ねじが完全に
ナットねじ１７に噛み合った（又は係合した）とき、操作ヘッド１８の上部表面１８ａは
、第２の形成体３の外表面３ａと同一平面上にある。
【００４８】
　拘束手段７を参照すると、拘束手段７は、第２の形成体３の薄層板１４の側縁１４ｂか
ら、及び第１の形成体２に属する薄層リングの側縁２０ａから突出して配置されている。
好ましいが必ずしも必要ではない方法において、拘束手段７は、特殊な場合において、単
純な例を用いると、
－同軸性に所定の隙間によって互いに離間しており、前記薄層板１４の側縁１４ｂにおい
て取り付けられている２つの管状要素２１，２２と、
－前記薄層リング２０の側縁２０ａに取り付けられ、管状要素２１，２２の間に同軸性に
挟まれるように前記所定の隙間に格納されている管状接続部品２３と、
－管状要素２１，２２と管状接続部品２３とに挿入され、本発明の改良型開閉ペンダント
１を図１及び図２の閉位置と図３及び図４の開位置の間にあるようにするために、ユーザ
が第１の形成体２及び／又は第２の形成体３を回転させる線形回転軸Ｚを画定するユニオ
ン結合ピン２４と
　を備える（図１－６に示すような）古典的な角張ったジョイントを含む。
【００４９】
　本発明の改良型開閉ペンダントの他の実施形態において、添付の図面には示していない
が、前記拘束手段は、前述したものとは異なる管状要素の数と管状接続部品の数とを含む
ことを理解されたい。そのような数は、各々、随意に変更可能であり、宝石類、金細工及
び／又はコスチュームジュエリの分野におけるそのような機械部品の構造の当業者によく
知られているように、１つから始まる構成選択に応じる。
【００５０】
　特に、図５及び図６は、第１の形成体２が、前述した薄層リング２０に加えて、第３の
接続手段（簡単のため図示していないが、前述した第１及び第２の接続手段と同一のタイ
プである）を介して薄層リング２０と結合する主要カウンタ要素２５を備える複合構造物
を有することを示している。
【００５１】
　前記主要カウンタ要素２５は、第２の形成体３の主要要素１２の形状と等しい形状を適
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切に表している。
【００５２】
　前述した図から明らかなように、第２の形成体３の主要要素１２と第１の形成体２の主
要カウンタ要素２５は、共に、本発明の改良型開閉ペンダントにより大きな審美的な快感
を与える凸状外表面１２ｂ，２５ｂをそれぞれ有し、及び／又は内室４の大きさの増加を
決定し、関連する装身具の総重量を軽くする中空構造を有する。
【００５３】
　有利ではあるが、必要ではないことに、第１の形成体２は、着脱可能な保護（簡便のた
め図示しておらず、例えばＰＭＭＡ等の透明な材料からなる）によって固く固定されてい
る第１の形成体２の内表面２ｂの近傍に配置された装飾的な形成挿入物（添付の図面には
示しておらず、通常は、第１の形成体２の形状と実質的に等しい形状を有する）を既に含
むように備えられている。
【００５４】
　前記着脱式保護は、一方で、装飾的な形成挿入物と着脱式保護カバー自体の間に挟まれ
ている写真、画像、絵、肖像画、時計、書面及び／又はその他同種類のものを見ることを
許容するために、他方では、仮に第１の形成体２が所定の装飾パターンによって形成され
た１つ又は複数の貫通切断線を表すならば、装飾的な形成挿入物の単純な視感を許容する
ために、そのような装飾的な形成挿入物の上方に取り付けられる。
【００５５】
　操作上、ユーザ（例えば店員であるがむしろ関連する宝石類を購入し、日々使用してい
るエンドユーザ）はねじ１６を緩め、ナットねじ１７からの結合を解き、その結果、この
場合、第２の形成体３の主要要素１２に存在する貫通結合開口５は解放される。
【００５６】
　実質的に、前記貫通結合開口５を介して、ユーザは、所定量の所望の物質Ｓ（愛する故
人やなくなった動物の火葬の結果生じた遺灰、又は、香粧品香料、芳香剤等）を（主要要
素１２及び主要要素１２を構成する薄層板１４は、内室４を閉じるように第１の接続手段
及び第２の接続手段によって既に安定的に互いに結合されており、第２の形成体３は、既
に拘束手段７によって第１の形成体２に安定的に結合されている）第２の形成体３の内室
４に導入させる。
【００５７】
　象徴的な、記念の、香りのする及び／又は芳香の物質Ｓの閉じられた内室４への導入作
業が完了するとすぐに、ユーザは、操作ヘッド１８の上面１８ａが第２の形成体３の外表
面３ａと同一平面になるまで、ねじ１６をナットねじ１７に再度係合させることで、貫通
結合開口５を、固く閉じる。
【００５８】
　この場合、内側環状縁９並びに中心Ｃと第２の形成体の屈曲した外周縁１０との間に結
果として形成された環状隔離空間１１の形式である、内室４の内側の密閉手段８があるこ
とで、前記内室４における物質Ｓの効果的な保存を保証し、有利なことには、拘束手段７
との接触を回避し、代わりに、外部環境との接触を回避する。
【００５９】
　前述した説明に基づくと、従って、本発明の遺灰、香粧品香料、食品香料及び／又は類
似物の格納用改良型開閉ペンダントは、目的を達成し、前述した利点に到達するというこ
とが理解される。
【００６０】
　例えば仏国特許出願公開第２７１９０２７号から構成される既知の技術とは異なり、従
って、本発明の開閉ペンダントは、物体のどのような使用条件においても、すなわち、閉
位置にあるときだけではなく、開位置にあるときであっても、（形成体構成要素の１つの
内室に導入された）象徴的な、記念の、香りのする、及び／又は芳香の物質の完全性の完
全な保存が可能である。これは、本発明において、内室は、開閉ペンダントによって取り
得るすべての位置において、常に、密閉されて閉じられているという事実と、革新的な方
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法において、密閉手段は、内室を拘束手段から物理的に分離させ、物体の閉位置及び開位
置において内室を外部環境から恒久的に隔離するという事実の結果である。そのため、内
室に備えられた物質は、内室が設けられた形成体を無謀に及び不親切に破壊することによ
ってのみ利用可能となる。
【００６１】
　実施に際して、例えば、添付の図面において、説明され図示された内室とは異なるタイ
プの内室を閉塞するために貫通結合開口に取り付けられた閉塞手段を備える本発明に係る
改良型開閉ペンダントに変更し得る。
【００６２】
　これを越えて、更なる実施形態は、示していないが、存在可能であり、前記実施形態に
おいて、ここで排他的に請求された改良型開閉ペンダントは、以下の図面に示すものと異
なる拘束手段を含み、前記拘束手段は本発明によってもたらされた利点に影響を与えない
。
【００６３】
　更に、本発明に係る改良型開閉ペンダントの更なる実施形態において、図示していない
が、第２の形成体の内室は、エンドユーザにおける感情及び／又は記憶を刺激する、１つ
以上の象徴的な、記念の、香りのする及び／又は芳香の物質を含み得る。
【００６４】
　更に、本発明の改良型開閉ペンダントの他の実施形態は、参照図面に添付されていない
が、前述し、添付図面において示された密閉手段と異なる密閉手段を備える。
【００６５】
　本発明の改良型開閉ペンダントに属する形成体は、鋼鉄や適切な機械強度の金属（例え
ば、チタン）のような、若しくは、金、銀、パラジウム、及びプラチナからなる集団から
選択されたいかなる貴金属のような、いかなる金属材料において、又は、適切な機械強度
及び審美的ないかなる樹脂材料においても実施されることを理解されたい。
【００６６】
　本発明の改良型開閉ペンダントは、以下の図面に示した形状と異なり、市場の需要と顧
客の嗜好次第でいかなる形状をも取り得ることに留意されたい。本発明の開閉ペンダント
の更なる実施形態に言及すると、示さないが、開閉ペンダントの形状は、ハート型の形状
であってもよく、その場合、（例えば、主要要素、第１の形成体の薄層板、薄層リング、
及び、前述した第２の形成体の主要カウンタ要素のような）構成要素は同様の形状を有す
るだろう。
【００６７】
　最後に、ここで表現された創意において新規で固有の原理から逸脱しない限りは、関係
する改良型開閉ペンダントに対していくつもの変更が可能であることは明白であり、本発
明の実用的な実施において、図示した詳細の材料、形状及び大きさは、必要に応じて変更
可能であり、他の技術的に等価なものと置換可能であることは明らかである。
【００６８】
　以下の請求項において述べられる構造的な特徴及び技術は、参照符号又は記号が付され
ており、そのような参照記号は、請求項それ自体の明瞭性を増す目的のためだけに導入さ
れており、従って、例によってのみ、それらの参照記号によってそれぞれの特定された要
素の解釈に制限的な影響を与えない。
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【国際調査報告】
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【要約の続き】
前記開位置では、前記第１の形成体（２）の内表面（２ｂ）と前記第２の形成体（３）の前記内表面（３ｂ）が視認
される、拘束手段（７）と、前記内室（４）を前記開閉ペンダント（１）の前記閉位置と前記開位置の両方において
固く固定されるように、前記第２の形成体（３）と前記貫通結合開口（５）において着脱可能に接続されている、閉
塞部材６とを備え、前記拘束手段（７）を介した、前記象徴的な、記念の、香りのする、及び／又は、芳香の物質（
Ｓ）の外部への分散、又は前記拘束手段（７）を介した、前記象徴的な、記念の、香りのする及び／又芳香の物質（
Ｓ）を汚染する外部付着性不純物の前記内室（４）への進入を防止するために前記開閉ペンダント（１）の前記閉位
置において及び前記開位置において、内室（４）を前記拘束手段（７）から物理的に分離させ、内室（４）を外部環
境から隔離するように、を前記内室（４）の内側に配置される密閉手段８を備えることを特徴とする、遺灰、香粧品
香料、食品香料及び／又は類似物の格納用改良型開閉ペンダント（１）。
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